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○岩見沢市社会福祉法人指導監査実施要綱  

平成２５年３月２９日  

告示第３４号  

改正  平成２９年１１月１日告示第１８６号  

（指導監査の目的）  

第１条  この要綱は、社会福祉法人（以下「法人」という。）に対する指導監

査により、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「法」という。）そ

の他関係法令及び通知に基づき法人運営及び事業経営が適正に行われている

かを明らかにするとともに、必要な助言、指導及び是正等の措置をとること

により、適正な法人運営及び円滑な社会福祉事業の経営の確保を図ることを

目的とする。  

（指導監査の対象）  

第２条  指導監査の対象は、主たる事務所が市内にある法人（その行う事業が

市の区域を越えないものに限る。）とする。  

（指導監査の類型及び実施の周期等）  

第３条  指導監査は、「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」（平

成２９年４月２７日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局

長、老健局長通知）に基づき実施する。  

（平２９告示１８６・全改）  

第４条  削除  

（平２９告示１８６）  

第５条  削除  

（平２９告示１８６）  

（指導監査の体制）  

第６条  指導監査の実施に当たっては、原則として２人以上の職員（うち１人

を班長とする。）による指導監査班を編成するものとする。  

２  法人が運営する施設又は事業に関係する部署の担当職員は、原則として指

導監査に同行するものとする。  

３  前２項の職員は、指導監査の実施に際して、その身分を示す別記様式によ

る証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければなら
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ない。  

（関係機関との連携）  

第７条  指導監査の実施に当たっては、北海道が行う施設又は事業の指導監査

との連携を図るものとする。  

（実施計画）  

第８条  指導監査（一般監査に限る。以下この条において同じ。）の実施に当

たっては、指導監査の方針、実施時期及び具体的方法等について、毎年度実

施計画を策定するものとする。  

（平２９告示１８６・一部改正）  

（一般監査の通知等）  

第９条  一般監査の実施に当たっては、対象となる法人に対し、実施日の３週

間前までに、指導監査の日時及び実施場所、監査職員の氏名並びに準備すべ

き書類等を文書により通知するものとする。  

２  前項の通知時には、別に様式を定める法人運営に関する調書（以下「調書」

という。）を併せて送付し、実施日までに提出させるものとする。  

（指導監査の実施）  

第１０条  指導監査の実施方法は、調書に基づく各項目について、法人の役職

員からの聴取及び関係書類の確認によるものとし、具体的な実施方法につい

ては、別に定める。  

（講評）  

第１１条  指導監査班長は、指導監査の終了後、法人の理事その他関係者に対

し、その結果について講評するとともに、改善を要すると認められた事項に

ついて指導を行うものとする。  

（指導監査結果）  

第１２条  指導監査の結果、改善を要する事項が認められるときは、法人に対

し、文書指摘及び口頭指摘の区分を明示した文書によって、指導内容を通知

するものとする。  

２  前項の通知は、指導監査の実施日から１か月以内に行うものとする。ただ

し、法人の運営上特に大きな問題が認められる場合等においては、この限り

でない。  
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３  文書指摘及び口頭指摘の区分は、次の各号に定めるところによる。  

（１）  文書指摘  法人の運営に著しく適正を欠く等、特に大きな問題があ

る事項に対する指導  

（２）  口頭指摘  文書指摘事項以外の改善を要する事項に対する指導  

４  口頭指摘について、３年間、同一の事項について改善が図られていないと

認められるときは、これを文書指摘として改善を求めるものとする。  

（平２９告示１８６・一部改正）  

（改善に係る報告及び措置）  

第１３条  前条第１項の通知をしたときは、指導事項（文書指摘事項のみ）に

対する改善状況について、法人に対し、２か月以内に報告を求めるものとす

る。  

２  文書指摘事項について、度重なる指導にもかかわらず改善が図られていな

いと認められるときは、法人に対し、法に基づき改善命令を行うなど、必要

な措置を講ずるものとする。  

（平２９告示１８６・一部改正）  

（厚生労働省への報告）  

第１４条  指導監査の結果については、厚生労働省へ報告するものとする。  

（補則）  

第１５条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。  

附  則  

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  

改正文（平成２９年１１月１日告示第１８６号）抄  

平成２９年１１月１日から施行する。  
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別記様式（第６条関係）  

（平２９告示１８６・全改）  

 


